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研究成果の概要（和文）： 本研究においては、課題について所得課税を中心に租税法制度、裁

判例の動向などを整理し、三つの経済圏の間の関係、当該関係に影響を与える要因について法

政策学的視点から分析し、非居住者を不利に扱う国内租税法制度が、欧州基本条約等の外在要

因により無差別的な制度に収斂しつつあるが、国内法も租税条約も複雑化し、却ってその運用、

国際経済に対する影響などの点で問題を抱えるに至っていることを明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）： Under this research activity, I researched tax legal systems itself, 
operation of these systems through national tax authorities, responses by the economics, 
trends in judicial cases, of Japan, European Countries and north American countries. With 
such research activities, I put analysis on the relationship of these factors among these 
countries, regions from the perspectives of legal policy methodology. As an outcome, I found 
that domestic tax systems of these countries with negative-discriminatory effects are 
gradually changed to non-discriminatory systems through GATT/WTO rules, European 
Treaty and other relevant legal frame-works outside tax fields. 
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１．研究開始当初の背景 
 １９８０年代末から、租税条約上新たな仕

組みとして「条約特典制限条項」が挿入され

る租税条約が増加しているが、租税回避の構

造が複雑化し、単純な迂回的多段階的取引に

止まらず、租税制度の齟齬を利用した課税繰

延や所得種類の転換などが見られるように

なってきた。一国の国内問題としては、これ

らの現象に対して「タックス・シェルター」

とのレッテルを貼り、一定の規制立法を行う

ことが米国を中心に行われているが、国際取

引を利用したものについては、利害関係が複
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数国に及ぶため、関係国で問題意識が共有さ

れておらず、必ずしも規制が上手く行われて

いるわけではなさそうであった。 
 また、租税回避や条約濫用という租税制度

への挑戦だけではなく、制度の齟齬の利用と

いう租税負担回避行動については、制度齟齬

そのものの是正が必要であるとの問題意識

から、課税ベースの調和・統一、外国経済と

自国経済の関係づけ、国内外での再投資・経

済成長戦略の視点からは、法人所得税を中心

として、課税ベースの調和の動きが欧州連合

加盟国では見られるようになってきた。 
 本研究の開始当初は、租税条約の濫用と国

内タックス・シェルター、地域共同体基本条

約などの相互関係が必ずしも明らかとなっ

ておらず、それぞれ別個の現象形態であると

理解されていたようであるが、それらの相互

関係を分析調査しようとするのが本研究に

至った問題意識であった。 
 
２．研究の目的 
 本件研究においては、日米欧という世界の

三大経済圏の経済活動における上述のよう

な新たな現象のモデルを捉え、それに対する

関係国及び国際機関の対応を、個別論点を中

心に観察することで、我が国の対外租税政策

の方向を検討することを目的とする。一国の

みならず関係国の対外租税政策は、お互いの

経済圏の二重課税を排除するだけではなく、

経済圏間の貿易や直接資本投資を通じた国

際課税の機会が増加するにつれてより調和

的・統一的であることがより二重課税を排除

し、租税回避の機会を減じるためには必要で

はないか、というのが研究当初の仮説であっ

た。本研究は、そのような仮説を置き、各国

の対外租税政策や国際機関の加盟国租税政

策形成への関与を分析し、従来、別個の現象

形態と捉えられてきた租税回避の具体的形

態相互間の理論的関係を分析し、それらを通

底する考え方を明らかにし、協調的対外租税

政策の軸と考えることで、今後の三大経済圏

の対外租税政策の方向性、その中での我が国

の採るべき政策的選択の基盤を考察しよう

とするものである。 
 但し、関係国の間の租税回避・アービトラ

ージ（租税裁定）は、一方国にとっては規制

すべき行動ではあっても他方国その他の関

係国にとっては必ずしも問題意識が一貫せ

ず、国際的に統一した枠組みを作り上げるこ

とが困難な場合があるであろうことを想定

し、国際機関における対外租税政策の調整、

調和の動向もあわせて検討することで、各国

の利害関係がより明確化し得ると考えられ

るので、国際機関の動向も検討の射程に入れ

ることは不可欠であり、その意味で、我が国

がそのような国際機関においてどのような

政策誘導を行えば我が国の利害に貢献する

のかも明らかにする必要がある。 
 そのためには、米国のような積極的な対外

租税政策を採る国の制度や政策形成、国内司

法裁判所での法理論の形成をみるだけでは

なく、欧州司法裁判所のような地域共同体の

基本条約の枠組みと加盟国国内租税政策の

発現としての国内租税制度の緊張関係に介

入し、地域共同体の経済統合というより高次

の政策目標の観点からする関係国間の緊張

関係、加盟国と非加盟国との間の緊張関係の

相対的位置づけなども対外租税政策のメニ

ューの中に位置づけ、各国租税政策当局の政

策動向の方向性と比較検討する必要がある。 
 
３．研究の方法 
 このような研究対象にアプローチするた

めには、単に過去の欧米の研究成果や政策動

向を調査するだけでは足りず、新たな論点が

どのように形成されるのか、それを巡って国

際機関がどのように反応するのかといった

同時代的な問題意識と分析が必要である。そ

のため、本研究においては、外国での研究成

果の出版物の収集だけではなく、国際機関関

係者へのヒアリング、国際学会等での検討状

況の情報収集、地域共同体に関する我が国の

他の領域の研究者との意見・情報交換なども

不可欠である。 
 この点で、本研究の実施に際しては、汎欧

州の国際租税法学会の年次大会や国際学会

の年次大会に出席し、欧米の最新の問題意識

を調査するだけではなく、日本を訪問する機

会を得た欧州専門家と共同で学会報告を行

い、欧州連合レベル、加盟国レベル（オラン

ダ）、非加盟国としての日本のレベルでの問

題意識のずれにも着目した。 
 さらに、このような欧米における議論の動

向を、我が国の関係司法裁判例の分析に応用

し、判例評釈という形式を通じて我が国にも

紹介し、国税庁・法務省等の関係機関の研究

会や専門家セミナーで報告し、我が国の政策

当局の各争点への認識の現状を把握するこ

とも行った。 
 また、純粋に学術研究の視点から、日本Ｅ

Ｕ学会年次大会において、欧州研究を専門と

する本邦研究者の意見を徴するため、欧州地

域においてここ２０年あまり継続的に議論

されてきた欧州基本条約と国内租税法令の

関係について研究報告を行い、ＥＵ法専門家、

ＥＵ経済専門家などから有益な示唆を得た。 
 

４．研究成果 

 本研究においては、日本と欧州諸国、米

国・カナダの三つの経済圏の間の国際課税の

相互関係について所得課税を中心に法の制

度、運用、経済界の対応、裁判例の動向など

を整理し、三つの経済圏の間でどのような関

係が成立しているのか、そのような関係に影



 

 

響を与える要因はどのようなものであるの

かについて法政策学的視点から分析を行っ

た。研究成果としては、これらの経済圏の間

では、国内法上の非居住者外国法人課税が自

国居住者内国法人と比べて差別的に不利に

扱われている租税制度が、ＧＡＴＴ／ＷＴＯ

ルールや欧州基本条約などの外在的要因に

よって無差別的な制度に収斂しつつあるマ

クロ的傾向が観察されるものの、各国の租税

制度や各種の租税条約の制度的齟齬を利用

した租税回避、シェルターが頻発し、それに

対応するために国内法も租税条約も複雑化

し、却ってその運用、国際経済に対する影響

などの点で問題を抱えるに至っていること

が、個別論点の検討を通じて明らかとなった。

これらの個別論点に対する関係国の対応は

必ずしも一貫しておらず、国によっては厳格

な対応を行う場合もあれば、むしろそのよう

な納税者の節税行動を国の経済への誘導手

段として用いているのではないかと思われ

る場合もあり、国際的な問題意識の共有が困

難であることが見て取れる。 
さらに、本研究と同時期に、欧州連合にお

いては、共通課税ベース連結法人税(CCCTB)
が提唱されるに至り、より普遍的な課税ベー

スのレベルでの国内租税法の調和が行われ

ようとしつつある点は、本研究での仮説であ

った、租税回避・シェルター防止にとっては、

単に規制立法を置くだけでは不充分であり、

各国国内法令の調和・統一が効果的である、

という思考方法が当を得たものであること

を示していると考えられる。今後は、このよ

うな点にも留意しつつ、変化の激しいこの分

野の動向を継続して観察し、我が国の政策形

成に有益な思考方法を組み立てる作業を継

続する必要があろう。 
 また、地域共同体の観点からは、とりわけ

欧州基本条約と国内租税法令の抵触関係に

関する欧州司法裁判所の動向が顕著な動き

を示していること、そこには、上述のＧＡＴ

Ｔ／ＷＴＯとの関係とは異なり、またＯＥＣ

Ｄモデル租税条約の無差別条項とも異なる

欧州独自の「基本権」の枠組みからする対外

租税政策の限界付けが行われており、それら

に対して我が国の政策形成においても充分

な配慮を行うことが我が国経済にとって有

益であることが示唆された（但し、このよう

な分析はあくまで法政策学的観点からのも

のであって、経済の実証分析に基づいたもの

ではなく、今後は、本研究と問題意識を共有

する経済専門家による実証研究が待たれよ

う）。 
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